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滋賀県中学校 春季体育大会 及び 夏季総合体育大会（県総ス祭） 

地域クラブ活動 参加資格の特例 【体操専門部】 細則 
 

（１）参加資格 （令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の締切日までに、滋賀県中体連事務局に申請をして、登録承認が済んでいること。（※HPを要確認） 

※申請〆切は令和６年3月29日（金）、登録費は15０００円（※大会数による変動はなく、一律の金額） 

【承認の条件（主なもの）】 詳細は「令和６年度滋賀県中学校体育連盟の大会等の参加について」をご覧ください。 

・滋賀県内の中学校に通う中学生の団体であること。 

・クラブチームが「滋賀県体操協会」に加盟していること。 

・指導資格を有する指導者の指導のもとに、滋賀県内で適切に行われていること。 

・普段の練習時間や練習回数が、 

・「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（スポーツ庁）、 

・「部活動の指導について」（県教育委員会）を遵守していること。 

     ※具体的には、平日２時間程度・休日３時間程度の練習で、週２日の休息日が設けられていること。 

 

【令和６年度からの変更点】 ※2024.2.20 の近畿体操専門部会で承認後、2.27の県専門委員長会で決定済み。 

 

滋賀県において、体操部のある中学校は「栗東西中学校」のみである。（※2024.2.27 現在） 

よって、体操をしたい生徒はクラブチームに所属せざるを得ない状況にあり、その点でクラブチームは 

「実質的に地域移行の受け皿となっている」と判断できる。 （※近畿体操専門部会にて承認済み） 

このことにより、R6から、団体の選手全員が同一校に在籍していなくても、「団体」での参加を可とする。 

（２）参加規程 

① １チーム登録選手数 ・団体３～４名、個人８名、最大１２名登録可。（※個人のみ１２名も可） 

② チーム構成 「選手」 ・ 「監督」 ・ 「（外部コーチもしくはテクニカルアドバイザー）」 

③ その他 ・クラブチームとして中体連主催の大会に参加する場合には、クラブチームから 

・当該生徒の所属校長に、生徒が大会に参加する旨の報告をすること。 

・「クラブ所属（登録）」 または 「中学校所属（登録）」 のどちらで参加するかは 

・大会申込時点で確定させておくこと。（※両方に所属（登録）することは不可） 

・同じクラブチームでも、「男子」「女子」で所属（登録）が異なることはあり得る。 

  例）男子はクラブ所属（登録）の「団体」、女子は中学校所属（登録）の「個人」 

（３）参加制限                ※令和６年度の大会実施は「春季・夏季」の２回のみ。「秋季新人大会」は実施しません。 

① 種目参加人数 ・男女各１チーム、団体の部の出場枠を与える。 

（※学校登録団体のみ、２チームの出場を認める。 例．○○中Bチーム） 

② 一人あたり参加種目数 ・クラブ所属の選手は団体・個人問わず、必ず４種目の演技を行う。 

男子４種目（ゆか・あん馬・跳馬・鉄棒） 

女子４種目（跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか） 

・中学校所属の団体出場選手に限り、３種目のみの演技も認める。 

（男子はあん馬、女子は段違い平行棒の演技を行わないことも認める） 

③ 試合成立選手数 団体は選手が３名いれば成立する。 

④ ユニフォーム 公益財団法人 日本体操協会制定 採点規則による。 

（４）注意事項 

① 中学校 及び クラブチームの監督は「大会準備」・「大会運営」・「審判業務」など役員として協力すること。 
 


